
釜鳴をめぐる怪異観の展開とその社會受容

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-04-17

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 佐々木, 聡

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00004307URL



佐

々

木

聡

人
文
学
論
集
第
三
五
集

抜
刷

大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会

釜
鳴
を
め
ぐ
る
怪
異
観
の
展
開
と
そ
の
社
會
受
容



1 釜鳴をめぐる怪異觀の展開とその社會受容

　
　
釜
鳴
を
め
ぐ
る
怪
異
觀
の
展
開
と
そ
の
社
會
受
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
々
　
木
　
　
聡

　
　
は
じ
め
に

　

釜
が
ひ
と
り
で
に
鳴
る
怪
異
「
釜か

ま

鳴な
り

（
鳴な

り

釜か
ま

）」
は
、
日
本
で
は
吉
備
津
神
社
に

代
表
さ
れ
る
「
鳴
釜
神
事
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
し
か
し
本
來
は
代
表
的
な
器

物
の
怪
異
で
あ
り
、
多
く
の
占
書
や
怪
異
記
錄
に
見
え
る
。
特
に
近
年
で
は
、
社
會

史
の
觀
點
か
ら
敦
煌
文
獻
に
含
ま
れ
る
通
俗
占
書
に
關
心
が
集
ま
る
中
で
、
釜
鳴
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
游
自
勇
氏
は
、
代
表
的
な
敦
煌
の
通
俗
怪
異
占

書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
白
澤
精
怪
圖
』
を
檢
討
す
る
上
で
、そ
こ
に
見
え
る
「
釜
鳴
占
」

に
つ
い
て
、『
天
地
瑞
祥
志
』
卷
一
七
所
引
京
房
の
釜
鳴
占
お
よ
び
敦
煌
文
獻P.3685

＋P.3281

と
比
較
し
、「『
白
澤
精
怪
圖
』
の
釜
鳴
占
が
當
時
の
社
會
に
お
け
る
樣
々

な
占
辭
を
取
り
込
み
吸
收
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
（
１
）。
ま
た

岩
本
篤
志
氏
・
游
自
勇
氏
ら
は
、
同
じ
く
通
俗
怪
異
占
書
で
あ
る
『
百
怪
圖
』
の
硏

究
に
お
い
て
、
釜
鳴
占
を
取
り
上
げ
（
２
）、
ま
た
そ
れ
を
受
け
た
王
祥
偉
氏
が
專
論

と
し
て
敦
煌
占
書
に
見
え
る
釜
鳴
占
の
資
料
整
理
と
檢
討
を
行
っ
た
（
３
）。
以
上
は

い
ず
れ
も
優
れ
た
硏
究
で
あ
る
が
、
敦
煌
文
獻
を
中
心
に
、
お
お
む
ね
中
世
社
會
史

の
範
疇
で
釜
鳴
を
と
ら
え
た
も
の
と
言
え
る
。

　

一
方
、
日
本
史
硏
究
者
の
西
山
克
氏
も
、
中
世
資
料
に
見
え
る
釜
鳴
と
そ
の
辟
邪

方
法
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
論
文
を
書
い
て
い
る
（
４
）。
そ
の
中
で
、
氏
の
注
目

す
る
釜
鳴
の
辟
邪
方
法
は
、
お
そ
ら
く
中
國
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
も
の
の
、
從
來
の
硏
究
か
ら
で
は
、
そ
の
後
の
敦
煌
占
書
硏
究
を
踏
ま
え
て

も
、
兩
者
の
繫
が
り
は
十
分
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
最
近
、
近
世
の

資
料
も
含
め
可
能
な
限
り
廣
く
、釜
鳴
お
よ
び
釜
鳴
占
の
事
例
を
集
め
、檢
討
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
釜
鳴
を
め
ぐ
る
怪
異
觀
の
諸
相
が
見
え
て
き
た
。
日
本
の
釜
鳴
に
対
す

る
辟
邪
も
そ
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

小
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
硏
究
を
踏
ま
え
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
釜
鳴
を
め
ぐ

る
怪
異
觀
の
展
開
と
そ
の
社
會
受
容
に
つ
い
て
、
思
想
的
背
景
を
含
め
て
檢
討
し
て

み
た
い
。
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一
、
釜
鳴
の
怪
異
と
鳴
釜
占
の
諸
相

　

釜
鳴
の
記
事
は
、
周
知
の
通
り
、
唐
の
勅
撰
占
書
『
開
元
占
經
』
卷
一
一
四
「
竈

釜
鳴
」
條
に
、

『
地
鏡
』
に
曰
く
、
宮
中
に
竈
及
び
釜
甑 

鳴
响
す
れ
ば
、
一
年
を
出
で
ず
し
て
大

喪
有
り
、
と
（
５
）。
郭
璞
『
洞
林
』
に
曰
く
、
卷
令
の
施
安
上
の
家
、
釜
九
た
び

鳴
る
。
旬
月
の
中
に
尋
い
で
九
喪
有
り
、
と
。〔『
地
鏡
』
曰
、
宮
中
竈
及
釜
甑
鳴

响
者
、
不
出
一
年
有
大
喪
。
郭
璞
『
洞
林
』
曰
、
卷
令
施
安
上
家
、
釜
九
鳴
。
旬

月
之
中
尋
有
九
喪
。〕（
四
庫
全
書
本
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
引
か
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
六
朝
以
降
の
占
書
（
佚
書
）
で
あ
る

が
、
よ
り
古
く
は
漢
代
の
焦
延
壽
撰
と
さ
れ
る
『
焦
氏
易
林
』
の
剝
之
訟
に
「
二
人

輦て
び
き
ぐ
る
ま
に
の
り

車
し
て
、
其
の
家
よ
り
徙
去
す
。
井
沸
き
釜
鳴
り
、
安
居
す
べ
か
ら
ず
。〔
二
人

輦
車
、
徙
去
其
家
。
井
沸
釜
鳴
、
不
可
安
居
。〕」（
四
庫
全
書
本
）
と
あ
り
、
ま
た

復
之
旅
・
小
過
之
臨
も
ほ
ぼ
同
文
に
作
る
。
こ
れ
は
釜
鳴
を
井
沸
（
井
戶
水
が
沸
騰

す
る
怪
異
）
と
共
に
不
祥
と
み
な
し
た
占
辭
で
あ
る
。
災
異
占
の
場
合
、
よ
り
具
體

的
な
吉
凶
の
內
容
を
讀
み
解
く
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
い
ず
れ
も
釜
鳴
を

怪
異
と
み
な
す
觀
念
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
資
料
は
、
す
で
に
王
祥
偉
氏
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
遡
る
可
能

性
が
あ
る
資
料
と
し
て
は
、
本
邦
の
西
川
如
見
（
一
六
四
八
～
一
七
二
四
）
が
『
怪

異
辨
談
』
卷
七
・
釜
鳴
の
中
で
、『
楚
辭
』
卜
居
篇
に
見
え
る
「
黃
鐘
は
毁
棄
さ
れ
、

瓦
釜
は
雷
鳴
す
〔
黃
鐘
毁
棄
、
瓦
釜
雷
鳴
〕」
の
句
を
擧
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
朱
熹

『
楚
辭
集
注
』
に
「
瓦
釜
は
無
聲
の
物
な
る
も
、
雷
鳴
す
る
は
、
妖
恠
に
し
て
聲
を

作
す
こ
と
雷
鳴
の
如
き
を
謂
ふ
な
り
。〔
瓦
釜
無
聲
之
物
、
雷
鳴
謂
妖
恠
而
作
聲
如

雷
鳴
也
。〕
と
あ
る
の
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
、
後
漢
・
王
逸
の
注
に
は

「
愚
の
讙
訟
せ
し
な
り
（
愚
か
な
者
が
い
さ
か
い
騷
ぐ
こ
と
で
あ
る
）〔
愚
讙
訟
也
。〕

と
述
べ
（
６
）、『
文
選
』
李
周
翰
注
で
は
、「
瓦
釜
は
、
庸
下
の
人
を
喻
ふ
。
雷
鳴
は
、

衆
を
驚
す
も
の
な
り
。〔
瓦
釜
、
喻
庸
下
之
人
。
雷
鳴
者
、
驚
衆
也
。〕」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
唐
代
以
前
の
解
釋
で
は
、「
瓦
釜
雷
鳴
」
を
愚
か
な
者
が
騷
ぎ
立
て
る
こ

と
の
比
喩
と
解
釋
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。如
見
も
王
逸
注
を
踏
ま
え
、「
雷
鳴
」

を
文
字
の
「
文
ノ
華
」、
つ
ま
り
修
辭
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
（
７
）。
た
だ
し
、

「
瓦
釜
」「
雷
鳴
」
が
比
喩
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
釜
鳴
の
怪
異
を
念
頭
に
置
い
た
表

現
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
た
め
（
８
）、
こ
こ
で
も
一
應
取
り
上
げ
て
お
く
。

　

そ
の
ほ
か
、
早
い
時
期
の
例
と
し
て
は
、『
黃
帝
龍
首
經
』
卷
下
・
占
怪
祟
惡
夢

法
第
六
六
の
注
に
も
「
式
經
に
云
へ
ら
く
…
略
…
又
曰
く
、
人
の
年
日
辰
上
に
戌
を

見
れ
ば
、
犬
怪
あ
り
。
酉
を
見
れ
ば
、
釜
鳴
あ
り
。
…
…
〔
式
經
云
…
略
…
又
曰
、

人
年
日
辰
上
見
戌
、
犬
怪
。
見
酉
、
釜
鳴
。
…
…
〕」（
道
藏
本
）
と
あ
る
。『
黃
帝

龍
首
經
』
は
漢
代
の
成
立
と
見
る
硏
究
者
も
い
る
が
（
９
）、
そ
の
注
を
含
め
、
遲
く

と
も
隋
代
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
10
）。
注
に
引
く
『
式
經
』
は
、『
漢

書
』
藝
文
志
に
は
そ
れ
に
類
す
る
書
名
が
見
え
ず
、
一
方
『
隋
書
』
經
籍
志
が
「
式

經
」
類
を
多
く
載
錄
す
る
こ
と
か
ら
（
11
）、
や
は
り
六
朝
期
の
書
物
と
す
る
の
が
妥
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當
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
扱
い
の
難
し
い
例
を
幾
つ
か
補
足
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
焦
氏

易
林
』
や
郭
璞
『
洞
林
』
の
例
か
ら
見
て
、
釜
鳴
を
怪
異
と
見
な
す
觀
念
は
遲
く
と

も
漢
か
ら
東
晉
に
は
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
六
朝
時
代
を
通
じ
て
怪
異
の
一
類
型

と
し
て
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
右
の
『
開
元
占
經
』「
竈
釜
鳴
」
條
で
は
、
釜
・
甑
・
竈
の
鳴
響
を
一

つ
の
怪
異
類
型
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
既
に
漢
代
以
前
か
ら
、
釜
・
甑
・
竈

が
廣
く
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
た
調
理
器
具
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

點
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
釜
・
甑
・
竈
が
鳴
響
す
る
怪
異
一
般
を
總
括
し
て
釜
鳴

と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
（
12
）。

　

そ
も
そ
も
釜
鳴
の
原
理
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
論
文
で
考
察
さ
れ
て
お
り
（
13
）、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
蒸
氣
が
甑
と
釜
の
內
部
で
共
鳴
す
る
現
象
で
あ
る
ら
し
い
。
釜
鳴

を
し
ば
し
ば
「
甑
鳴
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
釜
鳴

と
の
明
確
な
區
別
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
14
）。
日
本
の
神
事
で
は
傳

統
的
な
手
順
を
守
る
こ
と
で
鳴
る
條
件
を
整
え
る
が
、
釜
と
甑
は
炊
事
の
た
め
に
日

常
で
使
わ
れ
て
き
た
か
ら
、
い
く
つ
か
の
條
件
が
重
な
れ
ば
、
自
然
に
鳴
る
こ
と
も

あ
っ
た
ろ
う
。

　

た
だ
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
釜
鳴
と
し
て
、
放
置
さ

れ
た
釜
が
自
鳴
す
る
と
い
う
話
も
あ
る
。
例
え
ば
劉
宋
・
劉
敬
叔
の
『
異
苑
』
卷
二

に
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。

長
山
の
朱
郭
夫
妻 

藻
を
澗
濱
に
採
る
に
、
二
銅
釜
を
見
、
流
に
沿
ひ
て
下
り
、

之
を
取
り
て
歸
る
。
員ま

る

き
蓋
有
り
て
中
に
滿
ち
、
銅
器 

光
輝 

目
を
曜く

ら

ま
し
、
自

然
と
聲
を
作
す
。
郭 

懼
れ
て
、
蓋
を
北
山
に
運
び
て
之
を
埋
む
。
而
し
て
後
に

釜
を
賣
り
て
人
に
與
へ
ん
と
す
。
共
に
載
出
し
て
貨
と
爲
す
も
、
船 

故
無
く
自

ら
覆
り
、
釜
の
所
在
を
失
ふ
。〔
長
山
朱
郭
夫
妻
採
藻
澗
濱
、
見
二
銅
釜
、
沿
流

而
下
、
取
之
而
歸
。
有
員
蓋
滿
中
、
銅
器
光
輝
曜
目
、
自
然
作
聲
。
郭
懼
、
運
蓋

北
山
埋
之
。
而
後
賣
釜
與
人
。
共
載
出
爲
貨
、
船
無
故
自
覆
、
失
釜
所
在
。〕」（
四

庫
全
書
本
）

こ
こ
で
の
「
自
然
作
聲
」
は
、
自
然
に
放
置
し
て
い
て
音
が
鳴
っ
た
こ
と
を
指
す
と

思
わ
れ
る
。
蓋
の
み
を
埋
め
た
の
は
、
蓋
を
し
た
狀
態
で
鳴
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
船

が
轉
覆
し
川
に
沈
ん
で
失
わ
れ
た
釜
は
、
天
命
に
感
じ
て
出
沒
を
繰
り
返
す
禹
鼎
の

傳
說
を
彷
彿
と
さ
せ
る
（
15
）。

　
『
異
苑
』
の
說
話
で
は
、
そ
の
文
脈
か
ら
、
釜
が
ひ
と
り
で
に
鳴
っ
た
こ
と
は
閒

違
い
な
い
。
實
は
、
器
物
や
建
築
物
は
、
そ
の
多
く
が
ひ
と
り
で
に
鳴
っ
た
り
、
鳴

動
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、そ
れ
が
怪
異
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た（

16
）。
し
か
し
、

釜
の
場
合
、炊
事
の
際
の
釜
鳴
も
あ
り
得
、か
え
っ
て
吉
備
津
神
社
の
神
事
の
イ
メ
ー

ジ
も
相
ま
っ
て
、
こ
ち
ら
の
釜
鳴
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
釜
鳴
は
資
料

の
上
で
必
ず
し
も
區
別
で
き
る
譯
で
は
な
く
、
占
辭
と
し
て
も
明
確
な
區
別
が
あ
っ

た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
後
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
明
代
に
は
、
兩
者
を
區

別
し
て
炊
事
の
際
の
釜
鳴
は
怪
異
と
は
見
な
さ
な
い
考
え
方
も
生
ま
れ
て
お
り
、
先
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の
西
川
如
見
も
こ
れ
を
引
い
て
い
る
の
で
、
よ
く
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
釜
鳴
は
比
較
的
よ
く
起
こ
り
う
る
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釜
鳴
が
實
際
に
國
家
的
な
災
異
と
し
て
扱
わ
れ
た
例
は
非
常

に
少
な
い
。
例
え
ば
、
歷
代
正
史
の
五
行
志
に
は
、
釜
鳴
の
記
事
が
全
く
見
え
な
い
。

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
外
が
、
正
史
に
準
ず
る
資
料
と
し
て
『
淸
史
稿
』
卷
四
三
災
異

志
・
金
・
金
石
之
妖
に
、

（
同
治
）
八
年
九
月
、
彭
澤
長
嶺
の
酒
店
に
釜
鳴
る
こ
と
あ
り
、
聲 

聞
こ
ゆ
る
こ

と
數
里
許
、
月
餘
に
し
て
方
め
て
止
む
。〔
八
年
九
月
、
彭
澤
長
嶺
酒
店
釜
鳴
、

聲
聞
數
里
許
、
月
餘
方
止
。〕（
中
華
書
局
標
點
本
）

と
あ
る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
怪
異
の
み
が
記
錄
さ
れ
、
豫
兆
と
し
て
の
讀
み
解
き

は
な
い
。

　

五
行
志
以
外
の
正
史
記
事
で
は
、
例
え
ば
、『
舊
五
代
史
』
卷
一
〇
一
・
漢
書
三
・

乾
祐
元
年
三
月
丁
丑
條
が
擧
げ
ら
れ
る
。
本
條
は
中
書
侍
郞
・
兼
戶
部
尙
書
・
平
章

事
を
兼
任
す
る
李
濤
が
罷
免
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
罷
免
さ
れ
る
直
前
に
「
是
に
先

じ
て
、
中
書
の
廚
に
釜
鳴
る
こ
と
四
た
び
を
數
ふ
（
先
是
、
中
書
廚
釜
鳴
者
數
四
）」

と
あ
り
、
そ
の
後
「
未
だ
幾
く
な
ら
ず
、
濤 

罷
免
せ
ら
る
。（
未
幾
、
濤
罷
免
。）」

と
な
っ
て
い
る
。
尤
も
、こ
れ
は
重
臣
の
罷
免
の
豫
兆
で
あ
る
。
先
の
『
開
元
占
經
』

所
引
の
『
地
鏡
』『
洞
林
』
に
述
べ
る
よ
う
な
喪
葬
の
豫
兆
と
し
て
の
釜
鳴
は
、
正

史
に
は
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、釜
鳴
の
狀
況
に
關
す
る
記
述
で
あ
る
。例
え
ば
、

右
の
『
舊
五
代
史
』
の
例
で
は
、釜
鳴
は
四
度
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
『
開
元
占
經
』

引
く
郭
璞
『
洞
林
』
に
「
釜
が
鳴
る
こ
と
九
度
」
と
あ
る
こ
と
と
も
よ
く
似
て
い
る
。

郭
璞
『
洞
林
』
の
事
例
は
、
回
數
が
死
者
の
數
を
暗
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、『
元

史
』
卷
一
八
三
・
孛
朮
魯
翀
傳
で
は
、
翀
が
贛
江
を
行
く
舟
の
中
で
生
ま
れ
た
と
き
、

三
度
釜
が
鳴
り
、
人
々
は
「
以
て
異
と
爲
」
し
た
と
あ
る
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と

や
は
り
複
数
鳴
る
こ
と
が
、人
々
に
異
常
を
感
じ
や
す
く
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

一
方
、
先
の
『
清
史
稿
』
災
異
志
の
場
合
で
は
、
音
の
大
き
さ
と
あ
ま
り
に
長
く
続

い
た
こ
と
か
ら
、
災
異
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

逆
に
言
え
ば
、
炊
事
の
際
に
し
ば
し
ば
起
こ
る
釜
鳴
は
、
實
際
に
は
、
そ
れ
ほ
ど

深
刻
に
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
17
）。
現
象
の
起
こ
り
や
す
さ
に

比
し
て
、
正
史
に
採
ら
れ
た
記
事
の
少
な
さ
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
怪
異
と
は
本
來
「
常
に
非
ず
し
て
怪
し
む
べ
き
」
も
の
で
あ
る
か
ら
（
18
）、

こ
れ
は
當
然
で
あ
る
。

二
、
通
俗
的
な
釜
鳴
と
竈
の
怪
異

　

前
章
で
は
、
勅
撰
占
書
や
正
史
に
見
え
る
釜
鳴
を
中
心
に
見
て
き
た
。
一
方
、
釜

鳴
は
、
敦
煌
の
通
俗
占
書
で
あ
る
『
白
澤
精
怪
圖
』
や
『
百
怪
圖
』
に
釜
鳴
占
の
記

事
が
見
え
て
お
り
、
通
俗
信
仰
の
中
に
も
廣
く
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
う
し
た
通
俗
的
な
釜
鳴
の
在
り
方
を
示
す
事
例
が
、
五
代
か
ら
北
宋
初
を
生
き

た
徐
鉉
『
稽
神
錄
』（『
太
平
廣
記
』
卷
四
四
〇
・
畜
獸
七
・
鼠
所
引
）
に
見
え
る
。

太
廟
齋
郞
の
盧
嵩
、居
す
る
所
の
釜
鳴
る
。竈
下
に
鼠
有
り
、人
の
哭
く
聲
の
如
し
。

因
り
て
竈
を
祀
る
に
、
竈
下
に
五
ひ
き
の
大
鼠
有
り
、
各
お
の
方
（
五
方
）
色
の

如
し
。
盡
く
祀
る
所
の
物
を
食
ら
ひ
、
復
た
竈
中
に
入
る
。
其
の
年
、
嵩
は
興
化

の
尉
に
補
せ
ら
れ
、竟
に
他
怪
無
し
。〔
太
廟
齋
郞
盧
嵩
、所
居
釜
鳴
。
竈
下
有
鼠
、

如
人
哭
聲
。
因
祀
竈
、
竈
下
有
五
大
鼠
、
各
如
方
色
。
盡
食
所
祀
之
物
、
復
入
竈

中
。
其
年
嵩
補
興
化
尉
、
竟
無
他
怪
。〕（
中
華
書
局
校
本
）

本
條
も
既
に
王
祥
偉
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
掘
り
下
げ
た
檢
討
は
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
筆
者
な
り
に
分
析
を
加
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
齋
郎
（
太
廟
齋
郞
）
は
、
蔭
補
（
子
弟
を
官
吏
に
就
か
せ
る
制
度
）
に
よ
り

官
途
に
就
く
際
に
初
め
に
就
く
官
で
、
祭
祀
の
雜
事
を
司
る
下
級
官
で
あ
る
。
盧
嵩

は
後
唐
の
長
興
四
（
九
三
三
）
年
に
獲
嘉
縣
令
だ
っ
た
こ
と
が
、『
册
府
元
龜
』
卷

一
五
四
・
帝
王
部
・
明
罰
第
三
に
見
え
る
。
右
の
記
事
は
そ
れ
以
前
の
風
聞
と
思
わ

れ
る
。
あ
く
ま
で
說
話
だ
が
、
當
時
の
人
々
の
通
念
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
盧
嵩
の
家
で
釜
鳴
が
起
き
、
續
い
て
竈
下
で
鼠
が
啼
く
怪
異
が
起
こ

る
。
說
話
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
怪
異
を
起
こ
し
た
の
は
、
竈
に
住
み
着
い
た
大
鼠

の
物
精
だ
ろ
う
。
盧
嵩
は
竈
の
神
と
思
っ
て
祭
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
實
際
に

祭
祀
を
受
け
た
の
は
五
匹
の
大
鼠
で
あ
る
。
竈
の
祭
り
は
五
祀
の
一
つ
だ
が
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
淫
祀
で
あ
る
。
そ
の
後
、
盧
嵩
は
出
世
す
る
が
、
大
鼠
を
退
治
し
た
と

は
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
、
精
魅
の
神
通
力
を
信
じ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

例
え
ば
『
太
平
御
覽
』
卷
九
一
一
引
く
『
玄
中
記
』
に
は
「
百
歲
の
鼠
化
し
て
神

と
爲
る〔
百
歲
鼠
化
爲
神
〕」（
中
華
書
局
影
印
本
）と
あ
る
。
ま
た
、『
抱
朴
子
』內
篇
・

對
俗
篇
に
「
鼠 

壽
三
百
歲
、
滿
百
歲
と
な
れ
ば
則
ち
色
白
く
、
善
く
人
に
憑
き
て

卜
ふ
。
名
は
仲
と
曰
ひ
、
能
く
一
年
中
の
吉
凶
及
び
千
里
の
外
の
事
を
知
る
。〔
鼠

壽
三
百
歲
、
滿
百
歲
則
色
白
、
善
憑
人
而
卜
、
名
曰
仲
、
能
知
一
年
中
吉
凶
及
千
里

外
事
。〕」（
新
編
諸
子
集
成
本
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歲
經
り
た
鼠
は
し
ば
し
ば

神
通
力
を
人
に
與
え
る
存
在
と
さ
れ
た
。
逆
に
視
點
を
變
え
る
と
、
結
局
、
精
魅
に

は
祟
禍
を
降
す
力
は
な
く
、供
物
を
た
だ
食
い
さ
れ
た
盧
嵩
の
滑
稽
譚
に
も
讀
め
る
。

『
稽
神
錄
』
も
態
度
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
な
い
か
ら
、
二
つ
の
讀
み
方
が
成
立
し

得
る
。

　

右
の
例
に
限
ら
ず
、釜
や
竈
に
精
魅
が
住
み
着
く
事
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、

敦
煌
で
見
つ
か
っ
た
通
俗
占
書
『
白
澤
精
怪
圖
』（P.2682

）
に
、「
竈 

故
無
く
自
ら

潤
濕
す
れ
ば
［　

］
鈎
注 

之
に
居
す
る
有
り
。
其
の
狀
は
蝦
蟇
の
如
し
。〔
竈
無
故

自
潤
濕
者
［　

］
有
鈎
注
居
之
。
其
狀
如
蝦
蟇
。〕」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
同
文
が

『
酉
陽
雜
俎
』
前
集
・
卷
十
一
・
廣
知
に
見
え
、「
竈
無
故
自
濕
潤
者
、
赤
蝦
蟇
名
鉤

注
居
之
。
去
則
止
。」（
許
逸
民
校
本
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
鈎
注
」
と
は
赤
い
蝦

蟇
蛙
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
住
み
着
く
と
、
竈
が
濕
氣
で
使
え
な
く
な
る
も
の
と
考
え
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ら
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
『
酉
陽
雜
俎
』
同
條
に
は
、「
爨
の
釜 

沸
か
ず
ん
ば
、
物

の
豚
の
如
き
有
り
、
之
に
居
す
。
之
を
去
れ
ば
、
無
き
な
り
。〔
爨
釜
不
沸
者
、
有

物
如
豚
、
居
之
。
去
之
、
無
也
。〕」
と
い
う
例
も
見
え
る
。
こ
れ
も
豚
の
精
魅
が
竈

や
釜
に
住
み
着
い
て
、
煮
炊
き
を
妨
げ
た
例
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
竈
は
し
ば
し
ば
精
魅
の
住
處
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
觀
念
は

よ
り
古
い
時
期
の
資
料
に
も
見
え
て
い
る
。
例
え
ば
晉
・
干
寶
『
搜
神
記
』
卷

一
八
・
四
一
三
條
に
も
竈
下
に
し
ゃ
も
じ
の
精
魅
が
潛
ん
だ
話
が
あ
る
。

魏
の
景
初
中
に
、
咸
陽
の
縣
吏
の
家
に
怪
有
り
。
每
夜 

故
無
く
手
を
拍
き
相
ひ

呼
ぶ
を
聞
く
。
伺
う
も
見
る
所
無
し
。
其
の
母
、
夜
作
し
て
倦
み
、
枕
に
就
き
て

寢
息
す
。
頃
有
り
、
復
た
竈
下
に
呼
ぶ
聲
有
る
を
聞
く
。
曰
く
「
文
約 

何
を
以

て
來
た
ら
ざ
る
や
」
と
。
頭
下
の
枕 

應
じ
て
曰
く
「
我 

枕
せ
ら
る
れ
ば
、
往
く

能
は
ず
。
汝 

來
た
り
て
我
に
就
き
て
飮
む
べ
し
。」
明
に
至
り
、乃
ち
飯
臿
な
り
。

卽
ち
聚
め
て
之
を
燒
く
。
其
の
怪 

遂
に
絕
ゆ
。〔
魏
景
初
中
、咸
陽
縣
吏
家
有
怪
。

每
夜
無
故
聞
拍
手
相
呼
。
伺
無
所
見
。
其
母
、
夜
作
倦
、
就
枕
寢
息
。
有
頃
、
復

聞
竈
下
有
呼
聲
曰
「
文
約
何
以
不
來
。」
頭
下
枕
應
曰
「
我
見
枕
、
不
能
往
。
汝

可
來
就
我
飮
。」
至
明
、
乃
飯
臿
也
。
卽
聚
燒
之
。
其
怪
遂
絕
。〕（
王
紹
楹
校
注

本
＊
條
數
も
同
書
に
據
る
）

同
樣
の
說
話
は
續
く
第
四
一
四
條
に
も
見
え
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
杵
の
精
魅
が
竈
下

に
棲
み
つ
い
て
い
た
例
で
あ
る
。
漢
代
の
竈
に
は
、地
面
に
固
定
さ
れ
た
も
の
の
他
、

足
の
付
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
奈
良
國
立
博
物
館
所
藏
の
坂
本
五
郞
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
は
、
前
漢
時
代
の
明
器
と
さ
れ
る
足
つ
き
の
竈
お
よ
び
釜
・
甑
の
セ
ッ

ト
が
あ
る
（
19
）。
右
の
竈
下
と
は
、
こ
の
箇
所
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
の

日
常
生
活
で
も
、家
具
の
隙
閒
に
小
物
が
落
ち
て
氣
づ
か
な
い
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、

古
代
中
國
の
生
活
で
も
同
樣
な
狀
況
は
よ
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
竈
の
下
で
忘
れ
去

ら
れ
た
器
物
が
精
魅
と
な
る
の
は
、
日
本
の
付
喪
神
と
も
通
じ
よ
う
（
20
）。

『
搜
神
記
』
卷
一
七
・
第
四
〇
九
條
に
は
、
釜
か
ら
鬼
神
が
現
れ
た
例
も
あ
る
。

東
萊
に
一
家
有
り
陳
を
姓
と
し
、
家 

百
餘
口
あ
り
。
朝
に
釜
を
炊
く
も
沸
か
ず
。

甑
を
舉
げ
て
之
を
看
れ
ば
、
忽
ち
一
白
頭
公
有
り
、
釜
の
中
從
り
出
づ
。
便
ち
師

に
詣
り
て
卜
ふ
。
卜
ひ
て
云
へ
ら
く
、
此
れ
大
怪
な
り
、
應
に
門
を
滅
ぼ
す
べ
し
。

…
略
〔
東
萊
有
一
家
姓
陳
、
家
百
餘
口
、
朝
炊
釜
、
不
沸
。
舉
甑
看
之
、
忽
有
一

白
頭
公
、
從
釜
中
出
。
便
詣
師
卜
。
卜
云
、
此
大
怪
、
應
滅
門
。
…
略
〕

こ
こ
で
は
、白
髮
の
鬼
神
が
釜
の
中
で
怪
異
を
起
こ
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
『
藝
文
類
聚
』
卷
八
十
・
火
部
・
竈
に
引
く
『
雜
五
行
書
』
に
次
の
記
事

が
見
え
る
。

竈
君
、
名
は
禪
、
字
は
子
郭
な
り
。
黃
衣
を
衣き

て
被
髮
、
竈
の
中
從
り
出
づ
。
其

の
名
を
知
り
て
之
を
呼
べ
ば
、
凶
惡
を
賈
市
よ
り
除
く
を
得
べ
し
。
其
の
名
を
知

ら
ず
ん
ば
、
之
を
見
る
に
死
す
。
豬
の
肝
も
て
竈
に
泥ぬ

れ
ば
、
婦
を
し
て
孝
な
ら

し
む
。〔
竈
君
、
名
禪
、
字
子
郭
。
衣
黃
衣
、
披
（
被
）
髮
、
從
竈
中
出
。
知
其

名
呼
之
、可
得
除
凶
惡
賈
市
。
不
知
其
名
、見
之
死
。
豬
肝
泥
竈
、令
婦
孝
。〕（
上

海
古
籍
出
版
社
排
印
本
）
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竈
神
は
正
式
に
祭
祀
さ
れ
る
「
五
祀
」
の
ひ
と
つ
だ
が
、
通
俗
的
な
側
面
も
持
ち
、

外
鬼
と
共
に
辟
邪
の
對
象
と
な
っ
た
例
も
あ
る
（
21
）。
右
の
竈
君
も
そ
れ
に
近
い
一

例
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
六
朝
か
ら
唐
の
說
話
や
通
俗
資
料
に
は
、
釜
・
竈
に
潛
み
、
怪
異

や
禍
を
な
す
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
觀
念
が
、
ど
こ
ま
で
遡
る
か

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
例
え
ば
、
秦
初
の
出
土
資
料
で
あ
る
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』

甲
種
・
詰
篇
に
は
、

竈
の
故
無
く
以
て
食
を
熟
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
陽
鬼 

其
の
氣
を
取
れ
ば
な
り
。

豕
の
矢く

そ

を
燔
け
ば
、
則
ち
止
む
。〔
竈
毋
（
無
）
故
不
可
以
孰
（
熟
）
食
、
陽
鬼

取
其
氣
。
燔
豕
矢
〈
五
四
背
壹
〉、
則
止
矣
〈
五
五
背
壹
〉〕（

22
）

と
あ
っ
て
、
惡
鬼
が
竈
に
惡
さ
を
し
て
怪
異
を
起
こ
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
睡

虎
地
秦
簡
は
戰
國
末
か
ら
秦
初
を
生
き
た
人
物
が
用
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
釜
や

竈
と
惡
鬼
の
つ
な
が
り
も
こ
の
頃
に
は
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
釜
鳴
の

怪
異
も
、
先
に
檢
討
し
た
よ
う
に
、
漢
代
頃
に
は
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
そ
の
頃
に
は
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
神
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

明
確
に
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
神
に
言
及
し
た
事
例
は
、
漢
魏
六
朝
の
資
料
に
は
あ
ま

り
見
え
な
い
が
、
例
え
ば
『
搜
神
記
』
と
同
時
期
の
初
期
道
敎
經
典
『
太
上
正
一
呪

鬼
經
』
に
は
、「
甑、

叫、

釜、

鳴、

金
鐵
之
精
」
が
見
え
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
釜
鳴
を
起

こ
す
鬼
神
で
あ
り
、お
そ
ら
く
當
時
の
通
俗
的
な
怪
異
觀
を
吸
收
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
…
金
鐵
之
精
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
屬
の
精
魅
と
も
見
な
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
先
の
『
稽
神
錄
』
で
は
鼠
の
精
魅
が
釜
鳴
を
起
こ
し
て
い
た
が
、
金
精
が

鼠
の
姿
で
現
れ
る
こ
と
は
『
白
澤
圖
』
に
見
え
る
。（

23
）

　
『
稽
神
錄
』
が
書
か
れ
た
宋
代
以
降
、
釜
鳴
の
鬼
の
資
料
が
や
や
增
え
て
く
る
。

例
え
ば
、
北
宋
の
初
め
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
禮
緯
含
文
嘉
』
卷
中
・

地
鏡
經
の
精
魅
篇
に
は
、「
釜
鳴
り
て
聲
あ
る
者
は
、
名
は
然
光
と
曰
ふ
。
宜
し
く

之
を
與
ふ
べ
し
。
卽
ち
災
を
免
る
。〔
釜
鳴
聲
者
、
名
曰
然
光
。
可
宜
與
之
。
卽
免

災
矣
。〕」
と
あ
る
が
、こ
の
「
然
光
」
は
釜
鳴
を
起
こ
す
精
魅
の
名
と
考
え
ら
れ
る
。

（
24
）
ま
た
南
宋
の
日
用
類
書
で
あ
る
陳
元
靚
（
25
）『
事
林
廣
記
』
己
集
卷
十
禳
鎭
門
・

禳
諸
怪
法
に
「
飯
甑
の
聲
を
作
す
は
、
鬼
の
名 

吹
女
な
り
。〔
飯
甑
作
聲
、
鬼
名
吹

女
。〕」（
和
刻
本
類
書
集
成
本
）
と
あ
る
。
ま
た
同
・
禳
甑
鳴
法
に
「
甑
鳴
れ
ば
、

但
だ
婆
女
と
呼
ぶ
こ
と
七
た
び
す
れ
ば
卽
ち
止
む
。〔
甑
鳴
、
但
呼
婆
女
七
卽
止
。〕」

（
26
）
と
あ
る
が
、
こ
の
「
婆
女
」
も
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
の
名
で
あ
ろ
う
。（

27
）

さ
ら
に
時
代
が
下
り
、
明
末
の
日
用
類
書
に
も
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
神
が
見
え
る
。

例
え
ば
『
萬
書
淵
海
』（
中
國
日
用
類
書
集
成
本
）
卷
三
四
・
法
病
門
（
下
段
）「
百

怪
書
法
」
に
次
の
記
事
が
見
え
る
。

子
日
に
怪
を
見
る
は
乃
ち
人
神
・
司
命 

妖
を
爲
す
。
父
母
の
衰
患
を
主
り
、

九
十
日
の
內
に
凶
を
至
す
。

蛇
怪
は
官
事
・
口
舌
を
主
る
。
狐
狸
の
怪
は
死
亡
の
こ
と
有
る
を
主
る
。

鼠
雀
の
怪
あ
れ
ば
行
人
の
信 

至
る
。
甑、

鳴、

は、

家、

神、

の、

願、

を、

缺、

く、

を、

主、

る、

。

母
鷄
の
啼
く
は
春
蚕
の
旺
ん
な
る
を
主
る
。犬
の
怪
あ
れ
ば
家
に
不
明
の
事
有
り
。
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鵲
の
屎 

衣
を
汚
す
は
孝
服
の
こ
と
を
主
る
。
六
畜
の
怪
あ
れ
ば
牛
馬 

興
旺
す
。

猪
狗
の
怪
あ
れ
ば
大
財
を
失
ふ
こ
と
を
防
ぐ
。
蟲
・
鳥
・
鼠
の
怪
は
財
を
得
る
こ

と
を
主
る
。

鼠 

衣
服
を
咬
む
は
財
を
得
る
こ
と
を
主
る
。

〔
子
日
見
怪
乃
人
神
司
命
爲
妖
。
主
父
母
衰
患
、
九
十
日
內
至
凶
。

蛇
怪
主
官
事
口
舌　

狐
狸
怪
主
有
死
亡

鼠
雀
怪
行
人
信
至　

甑、

鳴、

土、

（
主、

）
缺、

家、

神、

願、

母
鷄
啼
主
春
蚕
旺　

犬
怪
家
有
不
明
事

鵲
屎
沃
（
汚
）
衣
主
孝
服　

六
畜
怪
牛
馬
興
旺

猪
狗
怪
防
失
大
財　

蟲
鳥
鼠
怪
主
得
財

鼠
咬
衣
服
主
得
財
〕

紙
幅
の
都
合
上
、
子
日
の
み
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
の
干
支
（
こ
こ
で
は

十
二
支
の
み
）
每
に
、
そ
の
日
の
怪
異
を
主
る
鬼
神
を
配
當
し
た
上
で
、
さ
ら
に
代

表
的
な
怪
異
を
擧
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
何
の
豫
兆
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。
そ
の
中
に
釜

鳴
（「
甑
鳴
」）
も
見
え
て
い
る
。
冒
頭
に
「
子
日
に
怪
を
見
る
は
、
乃
ち
人
神
・
司

命 

妖
を
爲
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
日
の
怪
異
は
全
て
配
當
さ
れ
た
鬼
神
の
仕
業

と
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
釜
鳴
を
特
定
の
鬼
神
や
精
魅
が
起
こ
す
と
考
え
る
宋
代

以
前
の
資
料
と
は
や
や
異
な
る
が
、
廣
い
意
味
で
釜
鳴
を
鬼
神
の
仕
業
と
見
な
し
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
法
病
門
」
は
明
末
以
降
の
代
表
的
な
日
用
類
書
の
殆
ど
に
載

錄
さ
れ
て
お
り
、
廣
く
讀
ま
れ
る
こ
と
で
、
釜
鳴
を
め
ぐ
る
鬼
神
觀
も
浸
透
し
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。（

28
）

　

以
上
見
て
き
た
通
り
、
說
話
や
日
用
類
書
な
ど
、
通
俗
信
仰
を
背
景
に
持
つ
文
脈

で
は
、
鬼
神
が
釜
鳴
を
起
こ
す
と
い
う
觀
念
が
濃
厚
に
見
え
る
。
こ
れ
は
鬼
神
に
殆

ど
言
及
し
な
い
正
史
の
災
異
記
事
や
勅
撰
占
書
（
29
）
と
は
異
な
る
、
通
俗
信
仰
と
し

て
の
釜
鳴
の
特
徵
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
實
は
、
同
じ
く
通
俗
的
な
性
格
を
持
つ
敦
煌
の
通
俗
占
書
に
は
、

こ
う
し
た
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
神
が
殆
ど
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、

こ
の
點
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
た
い
。

三
、
釜
鳴
を
「
自
然
の
怪
」
と
す
る
解
釋

　

敦
煌
の
通
俗
占
書
の
內
、
特
に
怪
異
占
書
に
分
類
さ
れ
る
資
料
と
し
て
は
、『
白

澤
精
怪
圖
』（P.2682

、S.6261

）
や
『
百
怪
圖
』（P.3106

、羽44

、P.4793

、Д
x.6698

、

Д
x.3876

）（
30
）
が
代
表
的
で
あ
る
。
前
章
冒
頭
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ず
れ

の
資
料
に
も
釜
鳴
の
記
事
が
豊
富
に
見
え
て
お
り
、
釜
鳴
の
怪
異
が
通
俗
信
仰
に
深

く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
實
は
、
敦
煌
の
怪
異
占
書
に
は
、
前
章
で
檢
討
し
た
よ
う
な
、
鬼

神
が
怪
異
を
起
こ
す
と
い
う
觀
念
が
は
っ
き
り
と
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　

例
え
ば
、『
百
恠
圖
』
は
、「
占
狗
縮
鼻
爲
怪
第
廿
六
」「
占
音
聲
怪
第
廿
七
」「
占
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鬼
呼
人
第
廿
八
」「
占
狐
鳴
怪
第
廿
九
」「
占
人
家
釜
鳴
第
卅
」
の
よ
う
に
怪
異
ご
と

に
篇
わ
け
を
し
た
占
書
で
あ
る
が
、
各
篇
題
の
下
に
は
「
占
音
聲
怪
第
二
十
七　

凡

是
音
聲
之
怪　

兵
死
之
鬼
」（P.3106

）、「
占
鬼
呼
人
第
廿
八　

凡
是
鬼
呼
人
、
是

妖
媚
之
鬼
」（
羽44
）、「
占
狐
鳴
怪
第
廿
九　

凡
是
狐
鳴　

妖
魅
□
精
、
亡
鬼
打
一

切
之
物
、
以
爲
聲
鳴
」（
羽44

）
な
ど
と
、
そ
の
怪
異
を
起
こ
す
鬼
神
や
精
魅
が
述

べ
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
對
し
て
、「
占
人
家
釜
鳴
第
卅
」
と
「
占
狗
縮
鼻
爲
怪
第
廿
六
」
は
篇
名

の
下
に
鬼
神
・
精
魅
へ
の
言
及
が
な
い
。
こ
れ
は
單
に
脫
落
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

む
し
ろ
特
定
の
怪
異
に
つ
い
て
は
鬼
神
・
精
魅
の
關
與
が
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
同
じ
く
敦
煌
の
怪
異
占
書
で
あ
る
『
白
澤
精
怪
圖
』
に
、
鬼
神
が
釜

鳴
の
怪
異
を
起
こ
す
こ
と
に
つ
い
て
否
定
す
る
文
言
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ちP.2682

に
、「
子
日
に
釜
鳴
か
ば
妻
內
亂
す
〔
子
日
釜
鳴
妻
內
亂
〕」、「
丑
日

に
釜
鳴
か
ば
上
客
君
子
の
會
有
り
〔
丑
日
釜
鳴
有
上
客
君
子
會
〕」
な
ど
と
あ
り
、

十
二
支
日
ご
と
に
釜
鳴
が
あ
っ
た
場
合
の
吉
凶
を
述
べ
た
上
で
、次
の
よ
う
に
言
う
。

此
れ
皆
な
自
然
の
感
應
な
り
。
之
を
怪
ま
ず
ん
ば
則
ち
神
あ
り
。
衆
人
知
ら
ず
之

を
畏
る
。故
に
疾
を
得
。鬼
神
の
禍
有
る
に
非
ず
。物
に
自
然
の
怪
有
る
の
み
。〔
此

皆
自
然
感
應
。
不
怪
之
則
神
。
衆
人
弗
知
畏
之
。
故
得
疾
。
非
有
鬼
神
之
禍
。
物

有
自
然
怪
耳
。〕

こ
こ
で
「
自
然
の
感
應
」「
物
に
自
然
の
怪
有
る
の
み
。」
と
あ
る
の
は
、例
え
ば
『
北

堂
書
鈔
』卷
一
五
二
・
霜「
九
鐘
知
」句
に「
山
海
經
に
云
へ
ら
く
、豐
山
に
九
鐘
有
り
、

是
れ
霜
を
知
り
て
鳴
く
、
と
。
註
に
云
へ
ら
く
、
霜
降
れ
ば
則
ち
鐘
鳴
る
。
故
に
知

る
と
言
ふ
な
り
。
物、

に、

自、

然、

の、

感、

應、

有、

り、

、
爲、

す、

べ、

か、

ら、

ざ、

る、

な、

り、

。〔
山
海
經
云
、

豐
山
有
九
鐘
是
知
霜
鳴
。
註
云
、
霜
降
則
鐘
鳴
。
故
言
知
也
。
物、

有、

自、

然、

感、

應、

而、

不、

可、

爲、

也、

。〕（
31
）」（
陳
禹
謨
刊
本
）
と
あ
る
觀
念
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
自

然
の
感
應
」と
は
、何
者
に
も
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
、自
然
と
起
こ
る
感
應
現
象
を
指
す
。

　

そ
し
て
『
白
澤
精
怪
圖
』
で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
釜
鳴
に
お
け
る
鬼

神
の
關
與
だ
け
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
釜
鳴
の
怪
異
そ
の
も
の
が
持
つ
豫
兆
性
は
全
く

否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
に
「
物
に
自
然
の
怪
有
」
り
、
と
言
う
譯
で
あ
る
。（

32
）

こ
れ
は
後
漢
・
王
充
の
妖
祥
論
な
ど
と
も
通
底
す
る
考
え
方
で
あ
る
。（

33
）

　

尤
も
、
鬼
神
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
王
充
と
は
異
な
り
、『
白
澤
精
怪
圖
』

全
體
の
怪
異
觀
と
し
て
は
、鬼
神
が
怪
異
に
關
與
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、所
ど
こ
ろ
怪
異
に
對
す
る
鬼
神
の
關
與
を
明
言
す
る
箇
所
も
あ
る
。

例
え
ば
、「
人
家
に
故
無
く
恐
る
る
者
は
、
皆
な
是
れ
諸
も
ろ
の
鬼
精
・
變
怪 

然
ら

し
む
。
各
お
の
其
の
在
る
所
の
處
に
隨
ひ
、
其
の
名
を
以
て
之
を
呼
べ
ば
、
除
く
べ

し
〔
人
家
無
故
恐
者
、
皆
是
諸
鬼
精
・
變
怪
使
然
。
各
隨
其
所
在
處
、
以
其
名
呼
之
、

可
除
。〕」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
白
澤
精
怪
圖
』
に
は
、
鬼

神
に
よ
る
祟
禍
と
見
な
す
場
合
と
そ
れ
を
否
定
す
る
場
合
が
あ
り
、
釜
鳴
占
は
後
者

に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
特
異
な
釜
鳴
の
理
解
は
、
北
宋
以
降
、
さ
ら
に
明
確
に
資
料
に
見
え
て
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く
る
。
す
な
わ
ち
南
宋
『
養
生
類
纂
』
卷
十
一
井
竈
〈
鍋
釜
附
〉
條
に
引
く
『
琑
碎
錄
』

に
、「
釜
鳴
は
、
甑
の
虛
氣 

衝
け
ば
則
ち
鳴
る
。
怪
に
非
ず
。
但
だ
揭
げ
て
蓋
を
去

れ
ば
、
卽
ち
已
む
。〔
釜
鳴
、
甑
虛
氣
衝
則
鳴
。
非
怪
。
但
揭
去
蓋
、
卽
已
。〕」（
成

化
十
年
序
刊
本
）
と
あ
る
。
こ
の
「
釜
鳴
」
は
明
ら
か
に
炊
事
中
の
釜
鳴
を
指
す
が
、

そ
れ
を
「
甑
の
虛
氣 
衝
」
く
た
め
と
述
べ
る
。
こ
の
表
現
は
や
や
具
體
性
に
か
け

る
と
は
い
え
、
甑
內
部
で
の
空
氣
の
衝
突
や
共
鳴
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
す
れ

ば
、
現
代
的
な
理
解
と
も
通
じ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
鬼
神
の
祟
禍
の
み
な
ら

ず
、
吉
凶
の
豫
兆
さ
え
も
入
り
込
む
餘
地
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
解
釋
は
、
明
代
に
入
る
と
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
。
徐
春
甫
『
古
今

醫
統
』
卷
九
八
・
通
用
諸
法
・
器
物
類
第
八
「
釜
鳴
」
條
に
、

釜
の
炊
爨
せ
ず
し
て
自
ら
鳴
く
者
は
異
と
爲
す
。
若も

然し 

炊
爨
し
て
聲
有
れ
ば
、

此
れ
火 

其
の
水
を
激
し
く
し
、
水
氣 

甑
に
蔽
は
れ
て
、
之
を
激
發
す
れ
ば
、
聲

有
り
。
此
れ
理
の
常
な
り
。
何
ぞ
異
と
す
る
に
足
ら
ん
。
我
も
亦
た
乙
卯
の
歲

（
34
） 

南
京
の
大
中
橋
に
寓
す
る
に
、
其
の
隣
の
肆み

せ 

餠
を
蒸
す
を
以
て
業
と
爲
す
。

每ま
い

早あ
さ 

炊
爨
し
て
釜
湯
く
こ
と
一
遍
す
れ
ば
、
其
の
鳴
く
こ
と
龍
の
如
し
。
嗡
嗡

と
し
て
遠
く
の
鐘
の
聲
を
聞
く
が
若
し
。
大
に
し
て
淸
亮
、
數
里
に
聞
こ
ゆ
。
愛

し
む
べ
し
。
連
鳴
す
る
こ
と
數
十
、
且も

し
其
の
餘 

之
を
聞
く
有
る
者
は
、
皆
な

細
聲
な
る
の
み
。〔
釜
不
炊
爨
而
自
鳴
者
爲
異
。
若
然
炊
爨
而
有
聲
、此
火
激
其
水
、

水
氣
蔽
於
甑
、
激
發
之
、
有
聲
。
此
理
之
常
也
。
何
足
異
。
我
亦
乙
卯
歲
寓
南
京

大
中
橋
、
其
隣
肆
以
蒸
餠
爲
業
。
每
早
炊
爨
釜
湯
一
遍
、
其
鳴
如
龍
、
嗡
嗡
若
聞

遠
鐘
聲
。
大
而
淸
亮
、
聞
數
里
可
愛
。
連
鳴
數
十
、
且
其
餘
有
聞
之
者
、
皆
細
聲

而
已
。〕（
萬
治
三
年
序
和
刻
本
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
水
蒸
氣
の
作
用
と
み
な
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
は

じ
め
て
、
二
つ
の
釜
鳴
を
明
確
に
分
け
、
ひ
と
り
で
に
鳴
る
方
の
み
を
怪
異
と
見
な

す
と
明
言
す
る
。

　

尤
も
、
こ
れ
が
當
時
の
人
々
の
通
念
的
な
感
覺
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と

は
言
え
な
い
。
既
に
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、明
末
の
日
用
類
書
「
法
病
門
」
に
は
、

釜
鳴
を
鬼
神
の
仕
業
と
見
な
し
、
そ
の
吉
凶
を
述
べ
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
法

病
門
の
別
の
個
所
「
竈
釜
甑
家
具
怪
第
四
」
に
も
、

人
家
に
、
甑
の
內
に
飯
有
り
て
、
鳴
叫
す
る
に
淸
亮
を
得
れ
ば
、
發
達
を
主
る
。

甑
の
內
空
に
し
て
鳴
叫
す
れ
ば
、
家
破
れ
人
亡
ぶ
を
主
る
。〔
人
家
、
甑
內
有
飯
、

鳴
叫
得
淸
亮
者
、主
發
達
。
甑
內
空
鳴
叫
（
35
）
者
、主
家
破
人
亡
。〕」（『
萬
書
淵
海
』

卷
三
四
・
法
病
門
、
中
国
日
用
類
書
集
成
本
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
炊
飯
中
の
釜
鳴
を
指
す
も
の
で
、
そ
れ
を
怪
異
と
み
な

し
た
上
で
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
、
吉
凶
の
占
斷
に
用
い
た
よ
う
で
あ

る
（
36
）。

　

ま
た
、
明
・
王
同
軌
『
耳
譚
類
增
』
卷
一
三
・
劉
宮
詹
家
釜
鳴
條
に
は
、
實
際
に

釜
鳴
を
占
っ
た
話
が
見
え
る
。

今
の
宮
詹
學
士
・
浙
大
中
丞
劉
公
の
昆
季
の
家
の
釜
、
嘗
て
再
び
鳴
り
て
聲
あ
り
。

皆
な
外
自
り
入
る
。
占
書
に
釜 

外
自
り
鳴
り
て
內
に
入
れ
ば
、
吉
。
內
自
り
外
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に
出
づ
れ
ば
、
凶
と
い
ふ
。
或
ひ
と
謂
へ
ら
く
、
釜
の
文 

八
に
從
ひ
金
に
從
ふ
。

公
の
姓 

卯
金
な
り
。
又
た
巳
に
八
座
家
の
大
人
に
し
て
、
雙
壽
八
十
。
殆
ど
其

の
兆
な
り
、
と
。
予
謂
へ
ら
く
、
釜
上
は
父
に
從
ひ
、
釜
中
に
缶
有
り
。
乃
ち
父

福 

缶
に
盈
つ
る
の
象
な
り
、
寧
ぞ
既つ

く
る
こ
と
有
ら
ん
や
、
と
。〔
今
宮
詹
學
士
・

浙
大
中
丞
劉
公
昆
季
家
釜
、
嘗
再
鳴
而
聲
皆
自
外
入
。
占
書
釜
自
外
鳴
入
內
、
吉
。

自
內
出
外
、
凶
。
或
謂
、
釜
文
從
八
從
金
。
公
姓
卯
金
。
又
巳
八
座
家
大
人
雙
壽

八
十
。
殆
其
兆
。
予
謂
釜
上
從
父
。
釜
中
有
缶
、乃
父
福
盈
缶
之
象
、寧
有
既
乎
。〕

（
續
修
四
庫
全
書
本
）

こ
こ
で
も
釜
鳴
を
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
占
う
が
、
占
書
が
吉
兆
と
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
人
々
が
、
し
き
り
に
文
字
解
釋
を
弄
し
て
、
劉
公
を
持
ち
上
げ
て
い
る
の
が

面
白
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
代
で
も
官
民
を
問
わ
ず
釜
鳴
を
占
う
民
俗
は
浸
透
し
て
お
り
、

徐
春
甫
の
言
は
、
こ
う
し
た
巷
閒
の
占
い
に
對
す
る
批
判
的
言
說
と
見
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

　

あ
る
い
は
同
樣
の
態
度
は
、明
末
の
方
以
智
『
物
理
小
識
』
卷
十
二
「
釜
飛
釜
鳴
」

條
に
も
見
え
て
い
る
。
尤
も
、
方
以
智
自
身
は
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
物
類
相
感
的
な

釜
鳴
の
解
釋
や
辟
邪
方
法
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
息
子
で
あ
る
中
通
は
、
こ
れ
に

注
釋
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

中
通
曰
く
、
釜
は
火
氣
を
受
く
る
こ
と
太た

な

甚は
だ

し
く
、
體
を
通
ず
れ
ば
、
皆
な
紅
し
。

既
に
紅
け
れ
ば
、
則
ち
一
釜
全
て
火
體
と
成
る
。
火
性 

上
に
向
か
ひ
、
釜
既
に

火
と
成
る
。
故
に
騰
空
飛
起
す
る
の
み
。
然
し
て
釜
は
全
て
火
體
と
成
る
と
雖
も
、

鐵
性
尙
ほ
存
す
れ
ば
、
薄
鐵 

重
火
に
耐
へ
ず
、
故
に
騰
空
す
れ
ば
、
則
ち
顫
顫

と
し
て
聲
暄
し
く
す
る
こ
と
有
り
、
曰
く
甑 

上
閉
ぢ
下
に
熱
氣 

卻す
き
まを
貫
ぬ
け
ば
、

則
ち
鳴
る
。釜
竈
の
近
地
に
郤
氣 

貫
く
も
亦
た
鳴
る
。〔
中
通
曰
、釜
受
火
氣
太
甚
、

通
體
、
皆
紅
。
既
紅
、
則
一
釜
全
成
火
體
矣
。
火
性
向
上
、
釜
既
成
火
。
故
騰
空

飛
起
耳
。
然
釜
雖
全
成
火
體
、
而
鐵
性
尙
存
、
薄
鐵
不
耐
重
火
、
故
騰
空
、
則
顫

顫
有
聲
暄
、
曰
甑
上
閉
下
熱
氣
貫
卻
、
則
鳴
。
釜
竈
近
地
郤
氣
貫
亦
鳴
。〕（
四
庫

全
書
本
）

ま
さ
に
物
理
家
た
る
方
氏
の
面
目
躍
如
と
も
言
え
る
が
、
す
で
に
宋
代
か
ら
類
似
の

記
述
が
見
え
る
よ
う
に
、
一
部
の
知
識
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
（
37
）。
そ
れ
は
各
代
の
假
說
的
解
釋
を
い
く
つ
も
經
て
、
や
が
て
現
代
の
理
解

へ
と
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
、
中
世
の
通
俗
的
釜
鳴
占
の
再
檢
討

　

と
こ
ろ
で
、前
章
で
見
た
『
養
生
類
纂
』
卷
十
一
井
竈
〈
鍋
釜
附
〉
條
に
引
く
『
琑

碎
錄
』
の
佚
文
に
は
、
釜
鳴
を
「
甑
の
虛
氣 

衝
」
く
と
す
る
理
解
の
ほ
か
に
次
の

よ
う
な
理
解
が
あ
る
。

釜
鳴
は
驚
呼
す
る
を
得
ず
。
須
く
一
男
子
も
て
婦
人
と
作
し
拜
せ
ば
卽
ち
止
む
。
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或
い
は
婦
人
も
て
男
子
と
作
し
て
拜
す
も
亦
た
止
む
。〔
釜
鳴
不
得
驚
呼
。
須
一

男
子
作
婦
人
拜
卽
止
。
或
婦
人
作
男
子
拜
亦
止
。〕

こ
の
佚
文
は
先
の
見
解
と
は
打
っ
て
變
わ
っ
て
、
通
俗
的
な
色
合
い
の
濃
く
、
辟
邪

儀
禮
が
見
え
る
。
こ
の
「
男
子
作
婦
人
拜
」「
婦
人
作
男
子
」
と
い
う
一
風
變
わ
っ

た
辟
邪
儀
禮
は
、
そ
の
由
來
は
不
明
だ
が
、
前
出
の
『
事
林
廣
記
』
な
ど
に
受
け
繼

が
れ
、
ま
た
本
邦
に
も
傳
來
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
（
38
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
琑
碎
錄
』
に
は
、
釜
鳴
を
非
怪
と
み
な
す
考
え
方
と
、
そ

れ
で
も
な
お
辟
邪
儀
禮
に
よ
っ
て
怪
異
を
鎭
め
よ
う
と
す
る
考
え
と
が
共
存
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

　

實
は
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
先
に
見
た
『
白
澤
精
怪
圖
』（P.2682

）
の
釜
鳴

と
も
通
底
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
白
澤
精
怪
圖
』
も
ま
た
「
鬼
神
の
禍
に
非
ず
」
と

し
た
釜
鳴
に
對
し
樣
々
な
辟
邪
方
法
が
述
べ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
白
澤
精
怪
圖
』

に
は
、
次
の
よ
う
に
五
種
の
辟
邪
儀
禮
が
記
さ
れ
る
。

①
釜
鳴
を
厭
せ
ん
と
す
れ
ば
、
後
の
甲
上
の
土
を
取
り
、
五
香
と
合
は
せ
、
竈
の
額

上
に
塗
れ
ば
、
吉
、
咎
無
し
。
假も

令し

甲
子
の
旬
日
に
鳴
れ
ば
、
取
り
て
成
せ
。
他

は
此
に
效な

ら

へ
。
五
香
は
、
蘇
合
・
爵
（
鬱
）
金
・
靑
木
・
都
梁
・
木
蜜
、
各
お
の

一
兩
な
り
。
塗
り
訖
り
て
、□
を
其
上
に
懸
く
れ
ば
、吉
。〔
厭
釜
鳴
、取
後
甲
上
土
、

合
五
香
、
塗
竈
額
上
、
吉
、
無
咎
。
假
令
甲
子
旬
日
鳴
、
取
成
。
他
效
此
。
五
香
、

蘇
合
・
爵
（
鬱
）
金
・
靑
木
・
都
梁
・
木
蜜
、
各
一
兩
。
塗
訖
、
懸
□
其
上
、
吉
矣
。〕

②
又
た
一
法
に
釜
鳴
は
［　

］
の
長
五
寸
、五
粲
各
お
の
三
斗
を
以
て
、竈
上
に
置
く
。

釜
の
裏
に
、
之
を
呼
び
て
女
嬰
と
曰
ふ
。
釜
を
取
り
西
南
の
未
地
に
置
け
ば
、
子

孫
三
年
に
し
て
貴
子
を
出
し
、
賈
市
に
利
あ
り
、
耕
せ
ば
五
穀
を
得
。〔
又
一
法

釜
鳴
以
［　

］
之
長
五
寸
、
五
粲
各
三
斗
、
置
竈
上
。
釜
裏
、
呼
之
曰
女
嬰
。
取

釜
置
西
南
巳
（
之
）
未
地
、
子
孫
三
年
出
貴
子
、
利
賈
市
、
耕
得
五
穀
。〕

③
〔
一
〕
法
に
五
坐
を
爲
り
、
黃
白
の
飯
・
白
鷄
・
脯
宍
・
淸
酒
・
祭
宍
の
具
を
竈

前
に
以も

ち

ふ
れ
ば
、
吉
。〔〔
一
〕
法
爲
五
坐
、
以
黃
白
飯
・
日
（
白
）
鷄
・
脯
宍
・

淸
酒
・
祭
宍
之
具
於
竈
前
、
吉
。〕

④
又
た
一
法
に
、
釜
鳴
れ
ば
、
家
長
を
し
て
釼
を
帶
び
て
之
に
應
じ
て
、
未
だ
鳴
る

べ
か
ら
ず
、
と
曰
へ
ば
、
息
み
て
止
む
。
家
を
し
て
大
い
に
富
み
て
、
咎
無
か
ら

し
む
。〔
又
一
法
釜
鳴
、令
家
長
帶
釼
而
應
之
、曰
未
可
鳴
、息
而
止
。
令
家
大
富
、

無
咎
矣
。〕

⑤
又
た
一
法
に
釜
鳴
、
家
の
銅
鏡
を
取
り
、
傍
に
於
い
て
擊
ち
之
に
和
せ
ば
、
咎
無

し
。〔
又
一
法
釜
鳴
、
取
家
銅
鏡
、
於
傍
擊
而
和
之
、
無
咎
。〕

　

こ
こ
に
擧
げ
る
五
つ
の
辟
邪
儀
禮
は
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
象
徵
的
意
味
を
持
つ
が
、

そ
の
背
景
に
は
鬼
神
の
存
在
も
窺
え
る
。
例
え
ば
、
②
に
「
釜
の
裏
に
、
之
を
呼
び

て
女
嬰
と
曰
ふ
。」
と
あ
る
の
は
、
第
二
章
で
多
く
の
類
例
を
見
た
よ
う
に
、
明
ら

か
に
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
神
の
名
を
呼
ぶ
辟
邪
呪
術
で
あ
る
。
ま
た
、③
で
は
「
五
坐
」

（
五
つ
の
座
席
）
を
作
り
、
供
物
を
捧
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
怪
異
を
起
こ
す
鬼
神

を
祭
祀
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
對
し
て
④
は
、
釜
鳴
を
起
こ
す
鬼
神
に
對
す
る

威
嚇
を
象
徵
す
る
辟
邪
儀
禮
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
③
と
④
は
鬼
神
に
對
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す
る
眞
逆
の
態
度
を
取
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、『
論
衡
』
解
除
篇
で
は
、「
解
除
」

を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

世 
祭
祀
を
信
じ
、
祭
祀
す
れ
ば
必
ず
福
有
り
と
謂
ふ
。
又
た
解
除
を
然
り
と
し
、

解
除
す
れ
ば
必
ず
凶
を
去
る
と
謂
ふ
。
解
除
の
初
禮
、
先
づ
祭
祀
を
設
く
。
夫
の

祭
祀
を
比
ぶ
る
に
、
生
人
の
賓
客
に
相
す
る
が
若
し
。
先
づ
賓
客
の
爲
に
膳
を

設
け
、
食
ひ
已
め
ば
、
驅
る
に
刃
杖
を
以
て
す
。〔
世
信
祭
祀
、
謂
祭
祀
必
有
福
。

又
然
解
除
、
謂
解
除
必
去
凶
。
解
除
初
禮
、
先
設
祭
祀
。
比
夫
祭
祀
、
若
生
人
相

賓
客
矣
。
先
爲
賓
客
設
膳
、
食
已
、
驅
以
刃
杖
。〕（
新
編
諸
子
集
成
本
）

こ
こ
で
賓
客
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
鬼
神
で
あ
る
が
、
王
充
の
見
た

世
俗
の
解
除
儀
禮
に
は
、
鬼
神
を
祭
祀
し
て
饗
應
す
る
こ
と
、
お
よ
び
威
嚇
し
て
驅

逐
す
る
こ
と
の
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
點
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
右
の

③
と
④
も
本
來
は
一
つ
の
儀
禮
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
の
對
象
と
な
る
の
は
鬼
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
の
ほ
か
、
①
は
香
料
を
用
い
た
辟
邪
だ
が
、
こ
れ
は
道
敎
・
佛
敎
を
問
わ
ず
、

廣
く
行
わ
れ
た
香
に
よ
る
辟
邪
文
化
の
一
例
と
言
え
る
。（

39
）
例
え
ば
、『
抱
朴
子
』

內
篇
・
金
丹
篇
に
は
、
金
丹
を
作
る
に
あ
た
り
「
先
づ
齋
す
る
こ
と
百
日
、
沐
浴
五

香
す
〔
先
齋
百
日
、沐
浴
五
香
〕」
と
あ
り
、身
體
を
淸
め
る
の
に
五
香
が
用
い
ら
れ
、

一
方
、
同
・
勤
求
篇
で
は
當
時
の
民
俗
に
お
い
て
「
燒
香
請
福
」
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
（
40
）。
燒
香
に
は
ま
た
善
神
を
そ
の
場
に
呼
び
下
ろ
す
意
味
も
あ
っ

た
（
41
）。
な
お
①
で
は
燒
香
は
し
て
い
な
い
が
、
五
香
や
そ
の
材
料
は
、
木
蜜
を
除

い
て
唐
・
孫
思
邈
撰
と
さ
れ
る
『
備
急
千
金
要
方
』
に
頻
出
の
香
藥
で
あ
り
、
そ
の

中
で
は
沐
浴
に
用
い
た
り
、
服
用
さ
れ
た
り
し
た
例
も
多
く
見
え
る
（
42
）。
要
す
る

に
五
香
は
呪
術
と
醫
療
の
兩
方
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
①
も
ま
た
そ
の
兩
方

の
影
響
を
受
け
た
辟
邪
儀
禮
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
⑤
は
『
白
虎
通
義
』
災
變
篇
・
論
日
月
食
水
旱
に
「
月
食
あ
り
て
之
を
救

ふ
は
、
陰 

明
を
失
へ
ば
な
り
。
故
に
角
・
尾
交
は
り
、
日
月
食
す
る
に
、
之
を
救

ふ
は
、
夫
人 

鏡
を
擊
ち
、
孺
人 

杖
を
擊
ち
、
庶
人
之
妻 

楔
搔
す
、
と
謂
ふ
。〔
月

食
救
之
者
、
陰
失
明
也
。
故
角
尾
交
日
月
食
、
救
之
者
、
謂
夫
人
擊
鏡
、
孺
人
擊
杖
、

庶
人
之
妻
楔
搔
。〕」（
新
編
諸
子
集
成
本
）
と
あ
る
禳
災
儀
禮
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
る
日
食
の
禳
災
の
た
め
に
、
社
で
鼓
を
打
つ
儀
禮
と
同
樣
の
意

味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
白
虎
通
義
』
で
は
『
春
秋
傳
』
に
散
見

さ
れ
る
「
日
有
食
之
、
鼓
用
牲
于
社
」
に
つ
い
て
、「
社
は
衆
陰
の
主
な
り
。
朱
絲

を
以
て
之
を
縈
ら
せ
、鼓
を
鳴
ら
し
て
之
を
攻
め
、陽
を
以
て
陰
を
責
む
る
な
り
。〔
社

者
、
衆
陰
之
主
。
以
朱
絲
縈
之
、
鳴
鼓
攻
之
、
以
陽
責
陰
也
。〕」
と
解
釋
す
る
。
こ

れ
は
陰
陽
論
に
基
づ
く
象
徵
的
儀
禮
で
あ
る
か
ら
、
鬼
神
の
存
在
は
そ
れ
ほ
ど
强
く

は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、P.2682

の
釜
鳴
に
對
す
る
辟
邪
方
法
に
つ
い
て
再
檢
討
し
た
結
果
、
鬼

神
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
辟
邪
儀
禮
も
あ
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
鬼
神
に
對
し
て

行
っ
た
と
理
解
で
き
る
辟
邪
方
法
が
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
辟
邪
方
法
は
、
そ
の

直
前
に
描
か
れ
る
釜
鳴
を「
自
然
の
感
應
」「
自
然
の
怪
」と
見
な
す
觀
念
と
は
、本
來
、
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異
な
る
態
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

黃
正
建
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
43
）、
敦
煌
占
書
に
は
「
雜
抄
」、
す
な
わ
ち
諸

書
か
ら
雜
多
に
拔
き
書
き
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
既
に
游
自
勇
氏
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
お
そ
ら
く
『
白
澤
精
怪
圖
』
も
異
な
る
書
物
か
ら
占
文
や
辟
邪
方
法
が
抄
出
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
實
用
性
の
高
い
書
物
と
さ
れ
る
（
44
）。
し
た

が
っ
て
、釜
鳴
を
め
ぐ
っ
て
異
な
る
態
度
が
そ
の
中
に
見
え
る
の
は
當
然
と
言
え
る
。

　

實
用
と
い
う
面
で
見
れ
ば
、假
に
『
白
澤
精
怪
圖
』
に
基
づ
き
釜
鳴
を
占
う
場
合
、

そ
れ
が
「
自
然
の
怪
」
で
あ
る
か
ら
、
謹
ん
で
そ
の
豫
兆
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う

者
も
い
た
ろ
う
が
、
一
方
で
は
、
釜
鳴
が
何
ら
か
の
豫
兆
で
あ
る
以
上
、
特
に
凶
兆

で
あ
れ
ば
、
そ
の
凶
事
を
避
け
る
た
め
辟
邪
儀
禮
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

儒
敎
理
念
的
に
は
「
妖
不
勝
德
」
と
し
て
德
を
修
め
る
の
が
怪
異
に
對
し
て
取
る
べ

き
態
度
と
さ
れ
て
お
り
（
45
）、『
白
澤
精
怪
圖
』
も
釜
鳴
が
「
自
然
の
感
應
」
で
あ
り
、

こ
れ
を
怪
し
み
恐
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
神
（
神
福
）
が
あ
る
と
言
う
か
ら
、
儒

敎
理
念
に
近
い
態
度
と
も
言
え
る
。
し
か
し
結
局
、
通
俗
文
化
に
お
い
て
は
、
招
福

消
災
の
方
法
を
講
じ
る
方
が
人
情
に
適
っ
て
い
た
か
ら
、
多
く
の
辟
邪
方
法
が
加
筆

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
の
冒
頭
で
見
た
『
琑
碎
錄
』
か
ら
二

つ
の
釜
鳴
の
記
事
を
引
く
『
養
生
類
纂
』
な
ど
も
、
同
樣
の
態
度
か
ら
相
反
す
る
二

說
を
竝
べ
て
記
し
た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

小
稿
で
は
、
古
代
か
ら
明
末
ま
で
の
資
料
に
見
え
る
釜
鳴
資
料
を
檢
討
し
た
。
釜

鳴
は
早
く
か
ら
「
自
然
の
感
應
」
と
解
釋
さ
れ
、
鬼
神
の
起
こ
す
怪
異
で
は
な
い
と

見
な
さ
れ
た
。
こ
の
考
え
は
、
近
世
以
降
、
さ
ら
に
進
ん
で
現
代
的
な
意
味
で
の
自

然
論
的
解
釋
へ
と
發
展
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
釜
鳴
を
鬼
神
の
仕
業

と
す
る
考
え
も
根
强
く
殘
り
、
そ
の
豫
兆
性
も
合
わ
せ
て
、
後
世
ま
で
繼
承
さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
唐
代
の
『
白
澤
精
怪
圖
』
や
宋
代
の
『
養
生

類
纂
』
な
ど
に
着
目
し
て
み
れ
ば
、
二
つ
の
釜
鳴
理
解
が
、
必
ず
し
も
矛
盾
・
對
立

す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
兩
者
を
倂
存
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
狀
況
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
怪
異
に
對
す
る
人
々
の
營
み
を
考
え
る
上
で
重

要
な
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
言
え
る
。
實
は
『
白
澤
精
怪
圖
』
に
は
、釜
鳴
以
外
に
も
、

鬼
神
の
關
わ
り
を
否
定
す
る
「
自
然
の
怪
異
」
觀
念
が
見
え
て
い
る
（
46
）。
こ
れ
ら

は
斷
片
的
な
資
料
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
だ
け
を
用
い
て
そ
の
背
景
に
あ
る
觀
念
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、多
樣
な
解
釋
論
を
持
つ
釜
鳴
と
比
較
す
る
こ
と
で
、

從
來
看
過
さ
れ
て
き
た
「
自
然
の
怪
異
」
の
在
り
方
も
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
小
稿
で
は
、
釜
鳴
と
鬼
神
、
お
よ
び
自
然
の
怪
異
と
の
關
係
を
中
心
に
檢
討

し
た
た
め
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
釜
鳴
資
料
も
少
な
く
な
い
。
特
に
『
白
澤
精

怪
圖
』
と
竝
ん
で
豊
富
な
釜
鳴
記
事
を
有
す
る
『
百
怪
圖
』
に
つ
い
て
は
、
天
文
符

や
石
を
用
い
る
辟
邪
儀
禮
、
星
祭
な
ど
、
な
お
檢
討
す
べ
き
點
が
殘
っ
て
い
る
。
こ
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の
點
も
合
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）
游
自
勇
「《
白
澤
精
怪
圖
》
所
見
的
物
怪
」（
黃
正
建
主
編
『
中
國
社
會
科
學
院
「
敦

煌
學
回
顧
與
前
瞻
」
學
術
硏
討
會
論
文
集
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
六
～

二
〇
八
頁
）

（
２
）
岩
本
篤
志
「
敦
煌
占
怪
書
「
百
恠
圖
」
考
」（『
敦
煌
寫
本
硏
究
年
報
』
第
五
號
、

二
〇
一
一
年
）、
游
自
勇
「
敦
煌
寫
本
《
百
恠
圖
》
補
考
」（『
復
旦
學
報
（
社
會
科
學
版
）』

二
〇
一
三
年
・
第
六
期
）。

（
３
）
王
祥
偉
「
日
本
杏
雨
書
屋
藏
敦
煌
文
書
羽044

之
《
釜
鳴
占
》
硏
究
」（『
文
獻
』

二
〇
一
四
年
・
第
四
期
）。

（
４
）
西
山
克
「
異
性
裝
と
御
釜
」（『
日
本
文
學
』
第
四
五
（
七
）
號
、
一
九
九
六
年
）。

（
５
）
こ
の
『
地
鏡
』
の
佚
文
は
、『
五
行
類
事
占
』（
四
庫
存
目
叢
書
本
）
卷
一
・
金
不
從
革
・

竈
釜
鳴
條
に
引
く
『
地
鏡
』
で
は
、
こ
の
後
に
「
…
人
家
亦
然
。
吿
祭
者
吉
。」
と
あ
る
。

（
６
）
王
逸
注
は
『
文
選
』（
足
利
本
・
六
臣
注
、
胡
克
家
本
・
李
善
單
注
）
に
據
っ
た
が
、

王
逸
『
楚
辭
章
句
』
で
は
「
羣
言
進
也
」
に
作
り
、
洪
興
祖
『
楚
辭
補
注
』
は
「
羣
言
獲
進
。

一
云
愚
讙
訟
也
。」と
す
る
。
い
ず
れ
の
注
も
大
意
は
變
わ
ら
な
い
が
、李
周
翰
の
理
解
は「
愚

讙
訟
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
西
川
如
見
『
怪
異
辯
談
』
卷
七
・
釜
鳴
條
の
「
辯
談
」
に
「
楚
辭
ニ
雷
ノ
如
ク
鳴ナ
ル

ト

云
ハ
文
ノ
華
ナ
ラ
ン
。
楚
辭
ノ
意
ハ
纔
（
マ
マ
）人
ノ
侈ヲ
ゴ
リヲ
瓦
釜
ノ
鳴
ニ
喩タ
ト
ヘタ
ル
モ
ノ
也
。
一
笑
ノ
爲

ニ
書
ス
」
と
述
べ
る
。

（
８
）
例
え
ば
『
太
平
御
覽
』
卷
七
三
六
方
術
部
・
術
に
引
く
『
淮
南
萬
畢
術
』
に
「
銅
甕
雷
鳴
、

取
沸
湯
置
甕
中
、沉
之
井
裏
、則
鳴
數
十
里
。」（
中
華
書
局
影
印
本
）
と
あ
る
が
、こ
の
「
雷
鳴
」

な
ど
は
む
し
ろ
後
述
す
る
釜
鳴
の
原
理
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
『
淮
南
萬
畢
術
』
の
佚
文

に
は
、『
太
平
御
覽
』
卷
七
五
七
・
器
物
部
・
釜
に
「
牛
膽
鳴
〈
取
牛
膽
以
塗
熱
釜
則
鳴
矣
。〉」

と
も
あ
り
、
或
い
は
こ
れ
も
釜
鳴
の
怪
異
を
起
こ
す
た
め
の
術
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な

お
後
述
の
明
末
の
方
以
智
『
物
理
小
識
』
卷
十
二
「
釜
飛
釜
鳴
」
條
に
も
「
物
理
所
云
、
牛

膽
塗
釜
、
釜
鳴
。」
と
あ
る
。

（
９
）M

ark K
alinow

ski”
H

uangdi longshou jing”
,The Taoist Canon: A

 Historical 

Com
panion to the Daozang, U

N
IV

 of CH
ICA

GO
 PR, 2005:pp.84-85.

（
10
）李
零
氏
は『
黃
帝
龍
首
經
』を
隋
代
以
前
の
成
立
で
あ
る
と
見
な
し（『
中
國
方
術
考（
修

訂
本
）』
東
方
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
二
頁
）、
さ
ら
に
『
中
國
方
術
槪
觀 

式
法
卷
』（
人

民
中
國
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
頁
）
で
は
、
注
に
引
く
諸
文
獻
が
み
な
『
隋
書
』
經
籍

志
に
見
え
る
こ
と
を
根
據
に
、
同
じ
判
斷
を
し
て
い
る
。

（
11
）『
隋
書
』
卷
三
四
・
經
籍
志
・
子
部
五
行
類
に
「
太
一
龍
首
式
經
一
卷
〈
董
氏
注
。
梁
三
卷
。

梁
又
有 

式
經
三
十
三
卷
、
亡
。〉」、「
黃
帝
式
經
三
十
六
用
一
卷
〈
曹
氏
撰
〉」、「
玄
女
式
經

要
法
一
卷
」、「
六
壬 

式
經
雜
占
九
卷
〈
梁
有
六
壬
式
經
三
卷
、亡
。〉」、「
桓
安
吳
式
經
一
卷
〈
梁

有
雜
式
占
五
卷
。
式
經
雜
要
・
決
式
立
成
、各
九
卷
。
式
王
曆
・
伍
子
胥
式
經
章
句
・
起
射
覆
式
・

越
相
范
蠡
玉
笥
式
、
各
二
卷
、
亡
。〉」
な
ど
の
例
が
見
え
る
。

（
12
）
日
本
の
硏
究
で
も
、
既
に
牧
野
榮
一
郞
氏
が
釜
・
竈
を
同
じ
く
「
カ
マ
」
と
し
て
扱

い
釜
鳴
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
（
牧
野
榮
一
郞
「
沈
默
・
振
動
・
音
―
釜
鳴
り
儀
禮
の
一

考
察
」（『
民
俗
宗
敎
』
第
二
集
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
西
山
克
氏
も
こ
れ
を
踏

ま
え
、
同
樣
の
視
點
か
ら
中
世
史
に
お
け
る
釜
鳴
を
硏
究
し
て
い
る
（
西
山
前
揭
（
注
四
）
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論
文
）。

（
13
）
牧
野
榮
一
郞
・
前
揭
（
注
一
二
）
論
文
一
六
二
～
一
六
三
頁
。
檀
上
愼
二
「
釜
鳴
の

再
現
實
驗
」（『RikaT

an

』
二
〇
〇
九
年
・
六
月
號
）

（
14
）「
甑
鳴
」
の
用
例
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
通
俗
的
な
怪
異
・
怪
異
占
の
文
脈
で
散
見
さ

れ
る
が
、
勅
撰
系
の
占
書
で
言
え
ば
、
明
初
の
『
大
統
通
占
』
甑
竈
釜
臼
變
怪
占
條
に
、「
甑

鳴
り
て
破
る
れ
ば
、
口
舌
刑
傷
、
六
十
日
に
し
て
至
る
。〔
甑
鳴
而
破
、
口
舌
刑
傷
、
六
十

日
至
。〕」
と
あ
る
（
臺
灣
國
家
圖
書
館
所
藏
、
明
初
刊
本
）

（
15
）
禹
鼎
傳
說
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郞
『
古
代
中
國 

天
命
と
靑
銅
器
』（
京
都
大
學
學
術

出
版
會
、
二
〇
〇
六
年
、
二
五
～
四
九
頁
）
參
照
。

（
16
）例
え
ば『
開
元
占
經
』卷
一
一
四
・
器
服
咎
徵
に「
鐘
自
鳴
」「
角
自
鳴
」「
刀
劍
自
拔
自
鳴
」

「
城
郭
宮
闕
有
聲
崩
側
」「
社
鳴
及
自
移
」「
宮
殿
柱
自
鳴
」
な
ど
の
怪
異
が
見
え
る
。

（
17
）
逆
に
元
・
李
克
家
『
戎
事
類
占
』
卷
一
九
で
は
「
軍
中
に
釜
鳴
れ
ば
、
將
に
功
有
り
。

〔
軍
中
釜
鳴
、
將
有
功
。〕」（
續
脩
四
庫
全
書
本
）
と
あ
り
、
吉
兆
と
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

（
18
）『
春
秋
公
羊
傳
』
隱
公
三
年
の
傳
「
己
巳
、
日
有
食
之
。
何
以
書
。
記
異
也
。」
の
何

休
注
に
「
異
者
、
非
常
可
怪
、
先
事
而
至
者
。」
と
あ
る
。

（
19
）
當
該
資
料
は
、
奈
良
國
立
博
物
館
の
收
藏
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
て
い
る

（http://w
w

w
.narahaku.go.jp/collection/1317-154.htm

l

）。

（
20
）
付
喪
神
に
つ
い
て
は
、小
松
和
彥
『
憑
靈
信
仰
論
』「
器
物
の
妖
怪
―
付
喪
神
を
め
ぐ
っ

て
」（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）
參
照
。
小
松
氏
は
こ
こ
で
捨
て
ら
れ
た
古
器
物
が
付
喪
神

と
な
る
『
付
喪
神
繪
卷
』
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
し
ゃ
も
じ
や
柄
杓
ら
し
き
古
器
物
も
見
え

る
（
三
三
七
頁
）。

（
21
）
拙
稿
「『
女
靑
鬼
律
』
に
見
え
る
鬼
神
觀
及
び
そ
の
受
容
と
展
開
」（『
東
方
宗
敎
』

一
一
三
號
、
二
〇
〇
九
年
）
第
三
章
を
參
照
。

（
22
）
翻
字
は
劉
樂
賢
『
睡
虎
地
秦
簡
日
書
硏
究
』（
文
津
出
版
社
、一
九
九
四
年
、二
二
七
頁
）

に
據
る
。

（
23
）『
太
平
御
覽
』
卷
八
一
一
・
珍
寶
部
・
金
下
に
「『
白
澤
圖
』
曰
、黃
金
之
精
、石
名
（
名
石
）

　

、狀
如
豚
。
居
人
家
、使
人
不
宜
妻
。
白
䑕
以
昏
時
見
於
丘
陵
之
閒
、視
所
出
入
、中
有
金
。」

と
あ
る
（
拙
著
『
復
元
白
澤
圖
―
古
代
中
國
の
妖
怪
と
辟
邪
文
化
』
白
澤
社
、
二
〇
一
七
年
、

五
九
～
六
〇
頁
）

（
24
）
前
揭
（
注
二
三
）
拙
著
『
復
元
白
澤
圖
―
古
代
中
國
の
妖
怪
と
辟
邪
文
化
』
一
五
六

～
一
五
七
頁
。

（
25
）『
事
林
廣
記
』
の
成
立
・
流
布
時
期
に
つ
い
て
、
金
文
京
氏
は
、
南
宋
の
「
嘉
定
末
年

以
降
に
完
成
し
、
咸
淳
年
閒
（
一
二
六
五
～
七
四
）
に
は
す
で
に
流
布
し
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「『
事
林
廣
記
』
の
編
者
、
陳
元
靚
に
つ
い
て
」『
汲
古
』
四
七
號
、

二
〇
〇
五
年
、
四
九
頁
）

（
26
）『
事
林
廣
記
』
で
は
、
こ
れ
に
續
い
て
「
男
子
作
婦
人
拜
、
或
婦
人
作
男
子
拜
、
卽
止
、

亦
禳
災
。」
と
あ
る
、
こ
れ
は
後
述
の
『
養
生
類
纂
』
卷
十
一
に
引
く
『
琑
碎
錄
』
の
佚
文

と
近
い
が
、
字
句
に
や
や
異
同
が
見
え
る
。

（
27
）
釜
鳴
の
鬼
を
「
婆
女
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
、後
述
の
『
琑
碎
錄
』
に
も
見
え
る
が
、

そ
の
由
來
は
不
明
。
あ
る
い
は
『
禮
記
』
禮
器
篇
に
「
夫
奧
（
爨
）
者
老
婦
之
祭
」
と
あ
る

こ
と
に
由
來
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
「
奧
」
は
鄭
玄
以
來
「
爨
」
の
誤
り
と
見
な
す
の
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が
定
說
で
あ
り
、『
風
俗
通
義
』
祀
典
篇
・
竈
條
も
「
奧
」
を
「
竈
」
に
作
る
。

（
28
）
こ
う
し
た
曆
と
代
表
的
な
怪
異
の
組
み
合
わ
せ
の
中
に
釜
鳴
が
見
え
る
例
と
し
て
は
、

敦
煌
文
獻P.3685

＋P.3281

擬
『
六
十
甲
子
曆
』
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
六
十
干
支
の
各
日

ご
と
に
眼
潤
や
心
動
、
夢
な
ど
と
竝
ん
で
釜
鳴
と
そ
の
吉
凶
が
擧
げ
ら
れ
る
。
游
自
勇
氏

はP.2682

『
白
澤
精
怪
圖
』
の
釜
鳴
占
を
檢
討
す
る
中
で
、
こ
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
が

（
前
揭
（
注
一
）「《
白
澤
精
怪
圖
》
所
見
的
物
怪
」、
二
〇
八
頁
）、
筆
者
と
し
て
は
む
し
ろ

後
世
の
「
法
病
門
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
29
）
災
異
記
事
や
勅
撰
占
書
に
は
、
基
本
的
に
鬼
神
は
殆
ど
描
か
れ
な
い
。
災
異
と
怪
異
、

鬼
神
に
つ
い
て
は
、拙
稿「
王
充『
論
衡
』の
世
界
觀
を
讀
む
―
災
異
と
怪
異
、鬼
神
を
め
ぐ
っ

て
」（『〈
ア
ジ
ア
遊
學
１
８
７
〉
怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
五
年
）
參
照
。

（
30
）
各
殘
卷
の
對
應
に
つ
い
て
は
前
揭
（
注
二
）
游
自
勇
「
敦
煌
寫
本
《
百
恠
圖
》
補
考
」

八
二
頁
。

（
31
）
該
當
條
は
現
行
の
郭
璞
注
本
で
は
、「
又
東
南
三
百
里
、
曰
豐
山
。
…
略
…
有
九
鍾

焉
、
是
知
霜
鳴
。〈
郭
璞
云
、
霜
降
則
鍾
鳴
、
故
言
知
也
。〉」（
袁
珂
『
山
海
經
校
注
』
卷
五
・

中
山
經
・
豐
山
）
と
な
っ
て
お
り
、「
物
有
自
然
感
應
而
不
可
爲
也
。」
は
見
え
な
い
。
こ

の
文
言
は
『
北
堂
書
鈔
』
以
外
で
は
、『
後
漢
書
』
卷
二
十
二
・
郡
國
志
四
・
荊
州
・
南
陽

郡
に
附
さ
れ
た
李
賢
注
に
「
郭
璞
曰
、
淸
泠
水
在
西
鄂
縣
山
上
、
神
來
時
水
赤
光
耀
、
今

有
屋
祠
也
。
霜
降
則
鍾
鳴
、
故
言
知
也
。
物
有
自
然
感
應
、
而
不
可
爲
也
。」
と
見
え
る
。

（
32
）
王
祥
偉
氏
は
、
當
時
さ
ま
ざ
ま
な
釜
鳴
占
や
そ
の
厭
勝
方
法
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
で
、

往
々
に
し
て
同
じ
日
時
に
起
こ
っ
た
釜
鳴
で
も
、
そ
の
占
い
の
結
果
が
テ
キ
ス
ト
ご
と
に

異
な
る
狀
況
が
生
じ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、「
釜
鳴
占
の
占
驗
法
は
信
用
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、

P.2682

中
の
厭
釜
鳴
法
に
『
此
皆
自
然
感
應
、
不
怪
之
則
神
、
衆
人
弗
知
、
畏
之
、
故
得
疾
、

非
有
鬼
神
之
禍
也
。』
と
あ
る
の
で
あ
る
。」（
前
揭
（
注
二
）
論
文
八
九
頁
）
と
述
べ
る
が
、

筆
者
は
こ
う
し
た
理
解
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
33
）
王
充
の
妖
祥
論
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
隆
郞
『
王
充
思
想
の
諸
相
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
〇
年
）
四
八
一
～
五
二
〇
頁
、
お
よ
び
前
揭
（
注
二
九
）
拙
稿
「
王
充
の
世
界
觀

を
讀
む
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
學
會
編
『
怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

（
34
）
徐
春
甫
の
生
沒
時
期
か
ら
見
て
嘉
靖
三
四
年
（
一
五
五
五
年
）
と
考
え
ら
れ
る
。

（
35
）「
甑
內
空
鳴
叫
」
は
『
五
車
拔
錦
』
で
は
「
甑
中
無
飯
內
空
鳴
叫
」
に
作
っ
て
お
り
、

甑
の
中
に
飯
が
な
い
狀
態
で
の
釜
鳴
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
こ
の
資
料
で
い
さ
さ
か
興
味
深
い
の
は
、
甑
に
米
が
あ
る
場
合
と
米
が
無
く
空
の
場

合
に
分
け
、
前
者
を
吉
兆
、
後
者
を
凶
兆
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
釜
鳴
の
原
理
か
ら
す

れ
ば
、
前
者
の
方
が
比
較
的
よ
く
起
こ
り
、
後
者
は
か
な
り
稀
有
な
現
象
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
同
じ
怪
異
で
も
よ
り
稀
有
な
現
象
を
深
刻
に
捉
え
て
凶
兆
と
見

な
し
た
例
と
言
え
る
。

（
37
）
例
え
ば
『
古
今
醫
統
』
の
說
は
、
本
邦
の
西
川
如
見
も
『
怪
異
辨
斷
』
卷
七
・
地
異

篇
第
三
・
釜
鳴
條
に
引
い
て
お
り
、
ま
た
「
辨
斷
」
に
「
釜
ノ
鳴
事
ハ
多
キ
事
ナ
リ
。
倭

俗
荒
神
ノ
所
爲
ト
號
シ
テ
吉
ア
リ
凶
ア
リ
ト
云
リ
。
其
ノ
占
訣
ハ
陰
陽
家
ノ
知
ル
處
ナ
リ
。

畢
竟
是
モ
地
氣
ノ
發
出
ニ
當
テ
鳴
響
ア
ル
者
也
。
…
後
略
」（
正
德
五
年
刊
本
）
と
あ
り
、

さ
ら
に
詳
し
く
自
說
を
展
開
し
て
い
る
。

（
38
）
西
山
克
前
揭
（
注
四
）
論
文
。
西
山
克
氏
は
、
こ
れ
を
男
子
の
女
裝
、
女
子
の
男
裝

と
捉
え
る
。
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（
39
）
香
に
よ
る
辟
邪
に
つ
い
て
は
、
蕭
兵
『
辟
邪
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、

三
〇
～
三
六
頁
）
に
槪
說
が
あ
る
。
ま
た
、
宋
・
張
掄
『
紹
興
內
府
古
器
評
』
卷
之
下
・

漢
辟
邪
燼
條
に
は
、
漢
代
の
作
と
さ
れ
る
神
獸
「
辟
邪
」
型
の
薰
爐
の
記
事
が
見
え
る
。

一
方
、
日
本
の
例
だ
が
、
室
町
時
代
の
禪
僧
・
春
屋
妙
葩
の
『
知
覺
普
明
國
師
語
錄
』
卷

七
「
白
澤
香
爐
」
條
に
は
「
胸
中
の
香
火
は
群
邪
を
辟
く
〔
胸
中
香
火
辟
群
邪
〕」（
大
正

藏
本
）
と
あ
る
。
辟
邪
も
白
澤
も
同
じ
く
辟
邪
神
獸
で
あ
る
か
ら
、
漢
代
の
辟
邪
燼
（
辟

邪
薰
爐
）
に
も
白
澤
香
爐
同
樣
に
辟
邪
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
）『
抱
朴
子
』
內
篇
・
勤
求
篇
に
「
或
舉
門
扣
頭
、
以
向
空
坐
、
烹
宰
犧
牲
、
燒
香
請
福
、

而
病
者
不
愈
、
死
喪
相
襲
、
破
產
竭
財
、
一
無
奇
異
、
終
不
悔
悟
、
自
謂
未
篤
。」
と
あ
り
、

葛
洪
は
人
々
が
效
驗
の
無
い
辟
邪
儀
禮
に
走
り
、
破
產
し
て
命
を
落
と
す
こ
と
を
嘆
い
て

い
る
。

（
41
）
大
形
徹
「
博
山
爐
と
香
」（『
宮
澤
正
順
博
士
古
稀
記
念
東
洋
―
比
較
文
化
論
集
』
靑

史
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
九
～
一
四
一
頁
）。

（
42
）例
え
ば『
備
急
千
金
要
方
』卷
十
一
・
靑
木
香
浴
湯
治
小
兒
壯
熱
羸
瘠
方
に「
靑
木
香〈
四

兩
〉
麻
子
仁
、
竹
葉
〈
各
一
升
〉
虎
骨
〈
五
兩
〉
白
芷
〈
五
兩
〉。
右
五
味
㕮
咀
以
水
二
斗
、

煮
取
一
斗
、
稍
稍
浴
兒
。」
と
あ
り
、
小
兒
の
高
熱
を
治
め
る
た
め
香
藥
等
を
煎
じ
て
沐
浴

す
る
方
法
が
見
え
る
。
こ
の
點
を
踏
ま
え
れ
ば
、先
の
『
抱
朴
子
』
金
丹
篇
の
「
沐
浴
五
香
」

も
五
香
を
用
い
た
沐
浴
と
考
え
ら
れ
る
。

（
43
）
黃
正
建
『
敦
煌
占
卜
文
書
與
唐
五
代
占
卜
硏
究
』
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。

（
44
）
前
揭
（
注
一
）
游
自
勇
「《
白
澤
精
怪
圖
》
所
見
的
物
怪
」
二
二
〇
頁
。
こ
こ
で
游

氏
は
「『
白
澤
精
怪
圖
』
只
是
一
部
初
編
本
、
是
將
不
同
來
源
的
文
字
堆
砌
到
一
起
、
經
簡

單
編
排
後
成
書
的
、
因
此
在
叙
述
方
式
・
文
字
表
述
和
內
容
上
竝
不
一
致
、
有
些
內
容
傳

達
出
的
信
息
甚
至
截
然
相
反
。」
と
述
べ
た
上
で
、
本
書
の
實
用
性
を
强
調
し
て
い
る
。

（
45
）『
史
記
』卷
三
・
殷
本
紀
に「
帝
太
戊
立
伊
陟
爲
相
。
亳
有
祥
桑
穀
共
生
於
朝
、一
暮
大
拱
。

帝
太
戊
懼
、
問
伊
陟
。
伊
陟
曰
「
臣
聞
妖
不
勝
德
、
帝
之
政
其
有
闕
與
。
帝
其
修
德
。」
太

戊
從
之
、
而
祥
桑
枯
死
而
去
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
脩
德
は
古
く
か
ら
凶
兆
を
回
避
す
る
た

め
の
理
想
的
な
態
度
と
さ
れ
た
。

（
46
）『
白
澤
精
怪
圖
』
の
も
う
一
つ
の
殘
卷
と
さ
れ
るS.6261

に
は
、
地
中
か
ら
異
物
が

出
現
す
る
怪
異
に
つ
い
て
、「
無
謂
鬼
神
而
怪
之
」
な
ど
、
鬼
神
の
怪
異
で
あ
る
こ
と
を
否

定
す
る
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、拙
稿「『
白
澤
精
怪
圖
』再
考
―S.6261

を
中
心
と
し
て
」（『
敦
煌
寫
本
硏
究
年
報
』
第
十
一
號
、
二
〇
一
七
年
）
でP.2682

と
合

わ
せ
て
詳
し
く
檢
討
し
た
。

［
付
記
］　

小
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
硏
費
１
５
Ｊ
０
２
８
７
９
（
特
別
硏
究
員
奬
勵
費
）
の
助

成
を
受
け
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


